


あんしん賃貸支援事業は、民間賃貸住宅の市場において、  

高齢者、障害者、外国人及び子育て世帯の入居を受け入れることとする  

民間賃貸住宅に関する情報などを提供するとともに、  

様々な居住支援サービスの提供を促すことにより、高齢者等の居住の安定確保と  

安心できる賃貸借関係の構築を目的とし、国土交通省において実施する事業ですム  
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高齢者等の入居をサポートする仲介事業者  

として都道府県に登録された不動産店  

あんしん賃貸住宅の登録促進や仲介等を通じて  

高齢者等の円滑な入居に関する助言等を行う  

協力店に関する情報（名称・住所・連絡先等）  

市町村の住宅部局噸祉部局  

市町村が自ら行う居住支援施策（活動）に  

関する情報等（居住サポート事業など）  
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高齢者世帯、障害者世帯、外国人世  

帯、子育て世帯であって、家賃等を  

適正に支払い、地域社会の中で自立  

した日常生活を営むことができる方  

（居住支援を受けることによって自  

立することが可能となる方を含む。）  

入居の円滑化及び居住の安定確保を支援  

することとして都道府県に葦辞された団体  
高齢者等の入居を受け入れることとして  

都道府県に登録古れた賃貸住宅   

登録機関（都道府県）  

あんしん賃貸住宅／あんしん賃貸住宅協力店／あんしん賃貸支援団体の登録情弓利こついては、  

都道府県が筆録薄を閲矧こ供するとともに、ホームページにより情報提供します。  

あんしん度貸住宅の情報はこちらから…・  

http：L如w．anshin・Chintai．jp／  
（財）高齢者住宅財団 TELO3－3206－6437  
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言葉や生活習慣の違いによる不安や心配を  

解消し、トラブルを未然に防止します。  

集合住宅の住まい方や近隣への  

配慮事項など生活ルール等の説明により、  

トラブルを未然に防止します。  

離通訳派遣  

■生活ルール等の説明  

複雑な市場慣行（一時金の性格など）を  

事前にきちんと理解してもらうことにより、  

退去時等のトラブルを未然に防止します。  

■市場慣行に   

ついての説明  

電話等による安否確認や、  

服薬に係る相談対応などを行うとともに、  

必要に応じて医療機関に連絡等を行い、  

事故等を未然に防止します。  

入居者が事故、死亡等に至った  

際の関係行政機関、連帯保証人、  

緊急連結先等への連結、  

相談等をサポートします。  

■緊急時の対応  

◇鯉城により支援メニューは異なります0（地域ごとの支援メニューは「あんしん賃貸住宅」のホームページに掲載されています。  

空醇、支援サービスには有料のものがあります。）◇あんしん賃貸住宅への入居に際しては、通常の入居審査を経る必要があります0  
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震  

入居の円滑化のための枠組みの整僧  

あんしん紺  

地方公共団体、NPO・社会福祉法人、不動産関係事業者  

等が連携卜高齢者、障害者、外国人、子育て世帯の入  

居を受け入れることとする民間賃貸住宅等の登録や居  

住に関する各種サポートを行うことにより、高齢者等に  

対する重層的かつ柔軟な住宅セーフティネットの構築  

を目指します。   

場  

障害者自立支援法が目指す障害者の地域生活移行の推  

進を実現するためには居住の場を確保することが重要で  

あり、賃貸住宅への入居を支援する観点から、厚生労働  

省において地域生活支援事業の一環として「住宅入居等  

支援事業（居住サポート事業）」を推進しています。なお、  

障害者の民間賃貸住宅への入居の円滑化を図るために  

は、各自治体・地域における福祉部門と住宅部門が連携し  

て、居住サポート事業とあんしん賃貸支援事業を推進す  

ることが不可欠と考えられます。  

【居住サポート事業〕  

r居住サポート事業」と「あんしん賃貸支援事業」の連携のあり方（例）   

①あんしん賃貸住宅の登録促進及び情報の提供等については、あんしん賃貸支   

援事業の協力店（仲介業者）が行う。【住宅部門が担当】   

②障害者の居住支援（緊急時等の対応、地域の支援体制に係る調整等）について   

は、居住サポート事業者（相談支援事業者等）が行う。【福祉部門が担当】（地域   

において公的保証人制度が有る場合には、必要に応じてその利用支援を行う。）   

③入居時の支援（入居に係る調整、契約時の立ち会いその他相談・助言等）は、必   

要に応じて協力店と居住サポート事業者が連携して行う。【連携】  

【あんしん賃貸支援事業〕  

あんしん賃貸支援団体  

続きの立ち会い  
馴言L  

■  ●生活ルール市場断等についての  

●電話相散  

童 

・   

おんし           業者）  ‥∴二■・・・ナ：  中介   

件の登録   

居住サポート事業者  

（相隣支援事業者等）   

●24時間支援  
（緊急時等の対応）  

●地域の支援体制に係る調整  

（関係機関等との連絡・調整）  

●入居支援  

（あんしん賃貸支援事業   

協力店へ依頼、調整等）  
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物件斡旋の依頼  

物件の斡旋  

登録情報の閲覧（インターネット）  

情報データベース（インタ」ネットで情報提供）  

国土交通省  

住宅局住宅総合整備課  
TELO3－5253蠣8111  

厚生労働省  
雇用均等・児童家庭局総務課  
社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課  
宅健局振興課  
TELO3－5253－1111  

これは視覚障害の方への  
配慮として、音声で情報捷供  
するためのSPコードです。  

SPコードは、書用読取様に  
より亨己録されている情報を  
音声で聞くことができます。  
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